
 
平成 22 年度  

「国際共同研究人材育成推進・支援事業」委託事業応募要領 

 

 農林水産省農林水産技術会議事務局では、「国際共同研究人材育成推進・支援事業」

について、平成２２年度の委託事業を実施するに当たり、当該委託事業を受託する企業・

研究機関等を一般に広く募ることにいたしました。 

本事業に取り組むことを希望する企業・研究機関等は、この応募要領を熟読し、本事

業について十分理解するようにお願いします。また、応募にあたっては、本応募要領に

従って提案書を作成し、必要な書類をすべて整えて、締め切り期日までに農林水産技術

会議事務局まで提出してください。 

農林水産技術会議事務局では、提出していただいた応募書類について、提出書類等を

チェックした上で外部有識者を含む審査委員による書類選考を実施し、その中から選ば

れた提案について、選考会での選考を実施することを予定しております。 

 なお、本委託事業は、平成２２年度予算政府案に基づき公募を行っているため、今後、

変更等があり得ることをあらかじめご承知おき下さい。 

 

 

第１ 事業名 

  平成２２年度「国際共同研究人材育成推進・支援事業」 

 

 

第２ 事業の目的 

 政府開発援助大綱の見直し、食料・水・環境等に係る地球規模問題の顕在化など、我

が国における国際農業研究の枠組みの変革を踏まえ、今後の国際農業研究に係る施策の

適切な推進に資するため「国際農業研究の推進方針」（平成１５年９月１６日農林水産

技術会議決定。以下「推進方針」という。）が決定されました。 
その後、国際研究を取り巻く近年の動向を整理した上で「国際研究戦略」（平成２０

年５月２０日農林水産技術会議決定）を作成し、今後、重点的に取組まれるべき研究課

題と国際研究推進のための講ずべき方策を提示いたしました。 
 このような中、推進方針及び国際研究戦略等に従い、国際共同研究を我が国がより主

体的・効率的に実施するため、国際農業研究協議グループ（以下「ＣＧＩＡＲ」という。）

等と連携し、我が国にとっての重要分野について、優秀な若手研究者を対象として、国

際農業研究機関等海外の研究機関での研究・交流機会を提供することにより、国際的な

視野を持った人材育成を推進するための事業を実施します。 
 
 
第３ 概要 

 １ 委託の内容 
  我が国の若手研究者を国際農業研究機関等に派遣し、将来の国際研究交流や海外

との共同研究を遂行するための能力を備えた研究者等の人材育成を実施します。 
（１）短期派遣の実施 

ア ＣＧＩＡＲと連携し、国際農業研究機関等から我が国若手研究者を対象と

した共同研究課題の募集を行う。 
イ 派遣者の公募については、第３の２に基づき募集要領を作成し公募する。 



ウ 第３の３に基づき審査委員会を設置し、審査を行った上で派遣者を決定す

る。 
エ 派遣に当たっては、渡航のための手続き等の支援をするとともに、派遣先 

の研究機関と十分な連絡・調整を行いながら、派遣に伴う事務等を行う。 
オ 派遣中は、派遣先の安全情報等の情報収集を行うなど、派遣者が安全かつ 
有意義に研究に専念できるよう努める。 

カ 派遣者に対し、国際農業研究の現状、本委託事業の趣旨、派遣の条件並び 
にＣＧＩＡＲの仕組み等について事前に国内研修を行う。 

キ 派遣終了時には、派遣報告会を開催し、若手研究者の情報交換の場を設定 
するとともに若手研究者のネットワークの構築を図る。 

ク 本委託事業に関する事業報告書の作成を行う。 
（２）中・長期派遣の実施 

ア 派遣者の公募については、第３の２に基づき募集要領を作成し公募する。 
イ 第３の３に基づき審査委員会を設置し、審査を行った上で派遣者を決定す

る。 
 
ウ 応募者の派遣希望先である研究機関に対し、派遣決定後の受入につき確認 

を行う。 
エ 派遣に当たっては、派遣者に本委託事業の趣旨を十分に説明し、渡航のた

めの手続き等の支援を行うとともに、派遣先の研究機関と十分な連絡・調整を

行いながら、派遣に伴う事務を行う。 
オ 派遣中は、派遣先の安全情報等の情報収集を行うなど、派遣者が安全かつ

有意義に研究に専念できるよう努める。 
カ 派遣者に対し、四半期毎に派遣先での「活動報告書」を提出させるなど、 

研究計画に基づいた研究に専念させる。 
キ 派遣期間が年度を越える者には、年度内の研究成果報告書、次年度研究計

画書及び次年度の受入に関する派遣先の研究機関の承諾書（以下「中間報告

書」という。）を２月下旬までに提出させ、審査委員会で翌年度の派遣につい

て審査を行う。 
ク 派遣者を、派遣期間に関わらず３月上旬までに帰国させ、中間報告を行う。 
ケ 派遣期間終了時には、派遣者に派遣先の研究機関の評価等を付した本事業

に係る「最終研究成果報告書」を提出させ、研究成果報告会を開催し、審査

委員等に報告する。 
コ 翌年度も派遣が予定される者に対しては、翌年度の派遣が円滑に実施され

るよう資料及び情報の提供等を行う。 
サ 本委託事業に関する事業報告書の作成を行う。 

 
２ 事業内容の詳細 

公募等に当たっては、下記の条件を満たす必要があります。 
（１）短期派遣 

ア 対象分野：国際農業研究機関等から提示された課題等とする。 
イ 応募資格：以下の条件を満たす者であること。 

Ⅰ 日本国籍を有し、満３５歳以下であること。 
Ⅱ 国内の独立行政法人研究機関、大学に勤務する研究者又は大学に在籍



中の大学院修士課程在学者以上の大学院生であること。 
Ⅲ 応募する分野の研究に知見を有すること。 
Ⅳ 同一内容で他の奨学金、派遣旅費等の資金の交付を受けていないこと。

Ⅴ 以下の英語検定資格のいずれかを有すること。 
英検２級以上、TOEIC600 点以上、TOEFL504 点以上(コンピュータ試

験による場合には 177 点以上)、CASEC602 点以上。 
ウ 派遣期間 

派遣期間は原則として２ヶ月程度とします。ただし、研究内容等により更に期

間が必要と認められる場合は、その期間を最長４ヶ月まで延長することができま

す。 

 

（２）中・長期派遣 
ア 対象分野：我が国の国際研究戦略上、重要な分野であること。 
イ 応募資格：以下の条件を満たす者であること。 

Ⅰ 日本国籍を有し、満４０歳以下であること。 
Ⅱ 農林水産分野又は自然科学分野の博士学位を有すること。 
Ⅲ 対象分野の研究について、充分な知見や経験を有すること。 
Ⅳ 対象分野の研究について、受入機関と十分に事前交渉等がなされており、

受け入れ体制の確認が出来ていること。 
Ⅴ 次の事項のいずれかに該当すること。 
１）派遣期間終了後、大学や研究機関等において、我が国の国際競争力の

強化や世界的課題に対し、知的貢献に資する活動を行う意志を有するこ

と。 
２）派遣期間終了後、国際機関職員等として国際貢献に資する活動を行う

意志を有すること。 
３）派遣期間終了後、その他の機関において、上記に１）・２）に類する

活動を行う意志を有すること。 
Ⅵ 同一内容で他の奨学金、派遣旅費等の資金の交付を受けていないこと。 
Ⅶ  審査委員会が十分と認める英語力を有すること。 

（参考として、英検準１級以上、TOEIC700 点以上、TOEFL550 点以上  
（コンピュータ試験による場合には 200 点以上程度）。） 

ウ 派遣期間 
派遣期間は原則として６ヶ月～２４ヶ月程度とします。ただし、審査委員会

の判断により、変更される場合もあり得ます。 
    
３ 審査委員会 

（１）審査に当たっては、審査要領を作成し、外部有識者及び農林水産技術会議 
事務局職員を含めた審査委員会を設置し行うこととします。 

（２）中・長期派遣する者が提出する活動報告書の内容如何によっては、派遣継 
続の可否を決定します。 

（３）派遣期間が年度を超える派遣者については、中間報告書を審査の上、翌年 
度の派遣の可否を決定します。   

４ 報告事項 

募集要領及び審査要領の作成、審査委員会の設置及び派遣者を決定した場合に



は、その都度速やかに農林水産技術会議事務局長に報告することとします。 

 

 
 ５ 委託経費限度額 

委託限度額 22,380 千円（消費税及び地方消費税込み） 

事業実施期間 平成２５年度まで 

 

 

第４ 委託件数 

委託件数は１件とします。 

 

 

第５ 委託契約期間 

   委託契約締結日から、平成２３年３月２２日までとします。 
 
 
第６ 応募資格 
   応募することができる者は、次の１～４までの要件を満たす必要があります。 

  １ 応募者は、企業、技術研究組合、特例民法法人、独立行政法人、大学、地方公

共団体等の法人格を有する機関であること。 
２ 応募時に、平成２２・２３・２４年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資

格）の「役務の提供等（調査・研究）」の区分の審査申請を行っており、契約締

結時に平成２２・２３・２４年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の

「役務の提供等（調査・研究）」の区分の有資格者であること。（地方公共団体

においては資格審査申請の必要はありません。）。 
３ 委託契約の締結に当たっては、農林水産技術会議事務局から提示する委託契約

書に合意できること。 
４ 日本国内に拠点を有すること。 

平成２２・２３・２４年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の審査申 
請については、（http://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html） をご覧くだ

さい。   
なお、応募者が、農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等 

（調査・研究）」の区分の有資格者であるかどうかについては、「有資格者名簿閲

覧ページ」 
（http://www.chotatujoho.go.jp/csjs/ex016/StartShikakushaMenuAction.do）にて確認でき

ます。 
 

 

 

 

 

第７ 応募について 

１ 参加表明書の作成 
   参加表明書は、「企画競争参加表明書」（別紙様式第１号）により作成し、以下

の（１）から（５）までの添付書類と併せて提出して下さい（郵送も可といたしま



すが、期限までに必着のこと。）。 
（１）業務内容を示したパンフレット（又はリーフレット） 
（２）民間企業にあっては、営業経歴書及び最新の決算（営業）報告書１年分（又は

それに準じるもの） 
（３）民間企業以外の者にあっては、定款又は寄付行為及び最新の決算（営業）報告

書１年分（又はそれに準じるもの） 
（４）第７の３の「応募する企画提案書の内容」 
（５）第７の４の「その他の提出書類」に関する書類 

 
２ 提出部数 

 （１）１の（１）から（３） 各１部ずつ 
 （２）１の（４） １０部 
 （３）１の（５）           ２部    
  

３ 応募する企画提案書の内容 

     企画提案書の作成に当たっては、下記の事項が必須となります（様式自由）。 
  （１）事業計画 

事業全体のスケジュールを記載のこと。 

    （２）審査委員会の構成 

事業実施に当たり、予定されている審査委員の構成を記載のこと。 

  （３）公募の計画（手法、公募先等） 
   （４）国際農業研究機関等との連携 

          現在、国際農業研究機関等と行っている共同研究及び事業等について記載の

こと。 

  （５）総額についての見積書等 

① 見積書（積算内訳も記載） 

② 実施体制 

  （６）プレゼンテーション資料 

     別途、作成する場合については、パワーポイントで作成の上、CD-ROM 等に 
より提出のこと。 

※ 企画提案書等及び応募者に対するヒアリングを行います。詳細については申

請者に別途ご連絡いたします。 

 

４ その他の提出書類 

（１） 過去に類似事業の実績があればこれに関する資料（様式任意） 

（２） その他参考となる資料 

 

５ 応募に当たっての注意事項 
（１）応募資格を有しない者の提案書は無効とします。 

（２）提案書の差し替え・修正は、締切期限内であれば可能です。その際は、事前

に農林水産省農林水産技術会議事務局担当者までご連絡ください。なお、期限

までに提出できない場合は、無効とします。余裕を持って早めにご応募くださ

い。 

（３）提案書に不備があった場合は、提案書の修正を依頼いたしますが、期限まで

に提出できない場合は、無効とします。 



（４）提案書に虚偽が認められた場合は無効となります。 

（５）応募に要する一切の経費は、応募者において負担していただきます。 

（６）提案書の返却には応じられません。 

 

第８ 委託先の選定  

１ 審査方法 

    委託先の選定は、外部専門家等を含む審査委員会において下記の２「審査基準」

に沿って行います。また必要に応じて、提案書の他に、追加資料等の提出や別途

のヒアリングを求める場合があります。なお、提案書の個人情報、知的財産等に

係る情報等に配慮し、審査内容については公表しません。 
 

２ 審査基準 

   企画提案書の審査に当たっては、平成２２年度「国際共同研究人材育成推進・支

援事業」委託事業実施要領に即しているか十分審査した上で、提出されたその他の

書類や企画提案会での説明も踏まえ、次の項目について採点を行います。 

（１）事業の理解度 

 第３に示した委託内容について、具体的な実施のイメージを有しているか。

また、本委託事業の趣旨を十分に理解しているか。 

（２）事業遂行のために必要な専門的知識と経験の程度 

 事業を遂行するために必要な専門的知識や経験を備えているか。 

（３）事業計画 

第３に示した事業内容を網羅し、かつ契約期間内に実施できる適切な事業計

画となっているか。 

（４）積算内訳 

事業計画と合致しているか。実行上必要な経費の計上が欠落していないか。

また、実行可能な単価と員数を用いて作成されているか。さらに、以上を踏ま 

えた上で、契約限度内での効率的な経費支出に配慮して作成されているか。 
 
第９ 審査結果等の通知 

 審査結果については、３月下旬頃までに速やかに通知し、事業の予定委託先名をホー

ムページに公表いたします。このうち、予定委託先とされた機関に通知する際には、事

業実施に当たっての留意事項を必要に応じて付す場合があります。 
 また、審査委員の所属・氏名等についても、予定委託先決定後、ホームページに公表

します。 
 なお、提案者の個人情報、知的財産等に係る情報等に配慮し、審査内容に関する照会

にはお答えしないこととしております。 
 

 

第１０ 委託契約の締結及び対象となる経費 

１ 委託契約の締結 

第８により採択された者に対しては、平成２２年度政府予算成立後、委託契約を

締結いたします。なお、採択された者は、委託契約に必要な書類を速やかに提出し

ていただくこととなります。                                    

                                                                                         



２ 委託経費の対象となる経費 

      委託経費として計上できる経費は、次の経費とします。                      

  （１）直接経費：研究の遂行及び研究成果の取りまとめに直接必要とする経費   

① 人件費                                                                    

 本委託事業に直接従事する事業実施責任者等の人件費。     

      なお、国、あるいは、地方公共団体からの交付金等で常勤職員の人件費を負担 
している法人（地方公共団体を含む）については、常勤職員の人件費は計上で 
きません。 

② 諸謝金                  

  委員会等の外部委員に対する出席謝金等。   

③ 旅 費                                                                 

国内又は外国への出張に係る経費。                        

④ 試験研究費                                                               

・ 消耗品費                                                           

  機械・備品費に該当しない物品。                                      

・ 印刷製本費                                                           

  報告書、資料等の印刷、製本に係る経費。                        

・ 借料及び損料                                                   

  物品等の借料及び損料。                         

・ 光熱水料                                                       

  研究施設等の電気、ガス、水道料。                      

・ 会議費                            

  委員会等の開催に係る会議費。                                        

・ 雑役務費                                          

    物品の加工・試作、単純な分析等の外注費等。                       

 ・ 機械・備品費                                                        

機械・備品費については本事業では原則として認めない方針としており、 
      機材等の導入が必要な場合は、リースによる対応をご検討下さい。 
       事業実施上、やむを得ず機械・備品の導入が必要な場合については、予

定委託先として選定された後に、導入時期も含めて担当まで別途ご相談下

さい。ご相談に際しては、資料の作成・提出をお願いすることがあります

ので、予めご承知おき願います。参考までに、農林水産技術会議事務局の

委託研究事業では、機械・備品費に関する定義は次のようになります。 
 
      （ 機械・備品費 ） 

本委託事業で使用するもので、原形のまま比較的長期の反復使用に 
耐え得るもののうち、取得価格が３万円以上の物品とします。ただし、 
研究開発用器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び 
顕微鏡）については、取得価格が１０万円以上の物品とします（ただ 
し、借り上げ（リース等）の方が経費を抑えられる場合には、経済性 
の観点から可能な限り借り上げで対応して下さい。この場合の経費は、 
借料及び損料になります。）。 
 



 
⑤ その他必要に応じて計上可能な経費                                  

滞在費など。                          

（２）一般管理費                                                              

           上記④の試験研究費の１５％以内。 
   （３）消費税等相当額 

上記（１）及び（２）の経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引

に係る経費の５％ 。 

※１ 人件費、試験研究費の賃金を計上する場合は、研究員等の年間の全勤務

時間のうち本委託事業が占める割合（エフォート※２）を人件費単価に乗

じた額として下さい。 
※２ エフォート（研究専従率）：研究者等の年間の仕事時間を１００％とし

た場合、そのうち当該研究等の実施に必要となる時間の配分率（％）。な

お、「全仕事時間」とは研究活動の時間のみを指すのではなく、通常の業

務活動を含めた実質的な全仕事時間を指します。 
※３ 直接経費に計上できるものは、本委託事業の遂行及び研究成果の取りま

とめに直接必要であることが経理的に明確に区別できるものに限ります。

特に、消耗品費、光熱水料、燃料費等を計上する場合は注意が必要です。 
※４ 一般管理費は直接経費以外で本委託事業に必要な経費です。具体的には、

事務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職員の賃金

等となります。なお、光熱水料等の全体額の一部を一般管理費で負担する

場合には、事業に携わる人数比で按分する等により合理的に算出し、本委

託事業に係る経費であることを明確に区分していただく必要があります。 

 

第１１ 事業成果の取扱い 

 １ 事業成果の報告等 

 受託者は、毎年度の事業期間終了時までに、実績報告書を農林水産技術会議事務局長

に提出していただきます。 

 

２ 事業成果の発表 

 新聞、図書、雑誌論文等による研究成果の発表に際しては、研究者個人であっても、

本委託事業による成果であることを明記し、事前にその概要を農林水産技術会議事務局

に連絡してください。また、公表した資料については、原則として毎年度末、必要に応

じてその都度、農林水産技術会議事務局に報告していただきます。                           
 
                                                                 
第１２ 本事業委託費（研究費）の不正利用 

１ 不正使用防止に向けた取組み 

 研究費の不正使用防止への対応については、「公的研究費の不正使用等の防止に

関する取組について（共通的な指針）」（平成 18 年 8 月 31 日総合科学技術会議）

に則り、農林水産省では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラ

イン（実施基準）」（平成 19 年 10 月 1 日付け 19 農会第 706 号農林水産技術会議事

務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知※）を策定しました。委託事業で実施する

研究活動には、このガイドラインが適用されますので、研究実施機関においては、



このガイドラインに沿って、研究費の管理・監査体制を整備していただく必要があ

ります。また、その実施状況の報告等をしていただくとともに、体制整備等の状況

に関する現地調査が行われる場合がありますので、ご承知おき下さい。 
  この一環として、農林水産技術会議事務局においては、本事業の経費執行に当た

り、研究開発責任者、研究実施責任者及び経理責任者等関係者の皆様に、経費を適

正に執行いただくため、経費執行についての指導・チェック体制の整備を行います。    
具体的には以下のとおり行う予定ですので、ご了解ください。 

  ・応募申請時：事業実施責任者及び経理責任者を決めていただき、責任の所在を

明確にしていただきます。 
  ・受託機関決定後：国からの経費受入れに不慣れと思われる機関に対しては、必

要に応じ現地指導を実施する場合があります。 
    ※については、http://www.s.affrc.go.jp/docs/misbehavior/pdf/guideline_02.pdf

をご参照下さい。 
 

２ 不正使用等が行われた場合の措置 
  本委託事業及び当省の他の事業並びに他府省の事業において、研究費の不正使用

又は不正受給を行ったために、委託費等の全部又は一部を返還した研究課題の研究

者及びこれに共謀した研究者については、以下のとおり、一定期間、本委託事業へ

の参画を認めないこととします。   
  ア 研究費の不正使用を主導的に行った研究者                               
    委託費等を返還した年度の翌年度以降２年以上５年以内の期間で、その不正使

用の内容等を勘案して相当と認められる期間。                         
  イ 不正受給を主導的に行った研究者                                        
    委託費等を返還した年度の翌年度以降５年間。                          
  ウ 不正使用等を共謀して行った研究者                                      
    その不正使用又は不正受給を主導的に行った研究者と同一の期間。      
  エ 他府省を含む他の委託費等において不正使用等を主導的に行った研究者及び

共謀して行った研究者  
     当該委託費等において応募、参加を制限されることとされた期間と同一の期

間。 
  なお、上記の措置については、当該不正使用等の概要を公表するとともに他の事

業を所管する国の機関へ情報提供されますので、他の事業等においても参画が制限

される場合があります。 
                           

 

第１３  虚偽の申請・虚偽報告などの偽りに対する対応 
本委託事業において、申請内容や採択後の報告内容で虚偽行為が明らかになった場

合、委託契約が取り消され、委託費の一括返済、損害賠償等を受託機関に求める場合

があります。 
また、これらの不正な手段により本委託事業から資金を受給した者及びそれに共謀

した者については、第１２の２の不正受給を行った場合と同様の措置がとられます。 
 

 



第１４ 研究上の不正行為防止のための対応 

１ 不正行為防止に向けた取組み 

     研究上の不正行為（発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏

造、改ざん及び盗用）に関し、「研究上の不正に関する適切な対応について」（平

成 18 年 2 月 28 日総合科学技術会議）に則り、農林水産省では、「農林水産省所管

の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」（平成 18 年 12 月 15

日付け 18 農会第 1147 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通

知※）を策定しました。本委託事業で実施する研究活動には、このガイドラインが

適用されます。研究実施機関においては、このガイドラインに沿って、研究活動の

不正行為に関する告発等を受け付ける窓口を設置し、不正行為の告発があった場合

に調査委員会を設置し調査を行う等、研究活動の不正行為に対応する適切な体制を

整備していただく必要があります。 

    ※については、http://www.s.affrc.go.jp/docs/misbehavior/pdf/guideline_01.pdf 
をご参照下さい。 

 

２ 不正行為が行われた場合の措置 

      研究上の不正行為があったと認定された研究課題の研究開発責任者及び研究員等

については、当該研究課題に係る委託経費について、その全部又は一部の返還を求

める場合があります。                                            

      また、以下のとおり、一定期間、本委託事業への参画を制限する場合があります。 

      ア 不正行為に関与した者については、その不正行為の程度により不正があった

と認定された年度の翌年度以降２年以上１０年以内。                     

      イ 不正行為に関与しなかったものの、責任者としての注意義務を怠ったなど、

一定の責任があるとされた者については、その責任の程度により不正があった

と認定された年度の翌年度以降１年以上３年以内。                 

        なお、上記の措置については、当該不正行為の概要を公表するとともに、他の

事業を所管する国の機関へ情報提供されますので、他の事業等においても参画が

制限される場合があります。                                         

 

 

第１５  秘密の保持 
本委託事業に係る応募書類に含まれる個人情報は、本委託事業の採択の採否の連絡、

今後の契約手続等、農林水産技術会議事務局が業務のために利用・提供する場合を除

き、応募者に無断で使用することはありません。（ただし、法令等により提供をもと

められた場合を除きます。）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



第１６ 問い合わせ先 
   本件に関する問い合わせは、応募要領の公表後から応募の締め切りまでの間、下

記において受け付けます。なお、審査の経過、他の提案者に関する事項、審査に当

たり特定の者にのみ有利となる事項等については、質問者が特定される情報等は伏

せた上で、その質問及び回答内容を全て農林水産技術会議事務局のホームページに

て広く周知させていただきますのでご了承ください。 
 

記 
農林水産省農林水産技術会議事務局国際研究課 
担当者：辰巳、佐藤 
電 話：（０３）３５０２－７４６６ 
ＦＡＸ： (０３）５５１１－８７８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式第１号） 
 

平成  年  月  日 

 

 

農林水産省農林水産技術会議事務局 

       国際研究課長 殿 

  

 

                      住    所 

                                            商号又は名称 

                      代表者氏名             印 

 

 

企 画 競 争 参 加 表 明 書 

 

 

 平成２２年度「国際共同研究人材育成推進・支援事業」の企画競争に参加することを

表明します。 

 なお、提案に関する担当者は下記のとおりです。 

 

記 

   (担当者） 

 

     所属・役職 

     担当者氏名   
     電話番号 

     ＦＡＸ番号 

     E-Mail アドレス 
 



（別紙様式第２号） 
 

平成  年  月  日 

 

 

農林水産省農林水産技術会議事務局 

       国際研究課長 殿 

  

 

                      住    所 

                                            商号又は名称 

                      代表者氏名             印 

 

 

契約候補辞退届 
 

 平成２２年度「国際共同研究人材育成推進・支援事業」に関する契約候補について、

○○○○の理由により、辞退します。 

 

 


